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教育部長（山田裕洋） 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 定刻になりましたので、ただいまより教育委

員会定例会議を開催させていただきたいと思い

ます。 

 教育長、進行のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

教育長（竹谷好弘） 

 改めまして、おはようございます。 

 令和３年第11回教育委員会定例会議を開会い

たします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立しております。ご報告いたし

ます。 

 議事録の署名委員は、会議規則によりまして、

田川委員と河合委員を指名いたします。 

 教育長の活動報告でございますが、ページを

めくっていただきまして、例年11月は行事、イ

ベントなどが集中をする時期でございます。今

年はほとんどの事業が段階的に再開、対面での

事業の再開ということで、11月１日、近畿市町

村教育委員会研修大会に山田委員と参加をいた

しました。ＩＣＴ関連の研修内容でございます。 

 11月３日、表彰式です。ここでは式辞を述べ

ております。 

 11月５日、大阪府都市教育長協議会秋季研修

会ということで、これは府内の都市の教育長の

研修、今年は大東市で行われました。 

 11月13日、狭山池シンポジウムということで、

これは「狭山池から防災を考える」というテー

マで、狭山池と防災ということで開催をいたし

ました。 

 11月14日、これは初めてのイベントでござい

ますが、「行基さん大感謝祭」ということで、

市町村の連携サミット、これは奈良市の東大寺

横のホールで行われまして、行基ゆかりの市と

いうことでお声がけいただき、初めて参加をい

たしました。本市含む５つの市、木津川市、生

駒市、宇陀市、伊丹市ということで、パネリス

トとして市の紹介などをしてまいりました。 

 11月20日、これはライオンズクラブに毎年や

っていただいております国際平和ポスターコン

テストということで表彰式がございまして、祝

辞を述べてまいりました。 

 以上でございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですけれども、議事に移りた

いと思います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、報告

第34号、令和３年度全国学力・学習状況調査に

おける結果と分析の概要についてを議題といた

します。 

 担当に説明を求めます。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 それでは、報告第34号、令和３年度全国学

力・学習状況調査における結果と分析の概要に

ついてご説明させていただきます。 

 お手元に別添の資料をお配りしておりますの

で、そちらをご覧ください。 

 表紙をめくっていただきまして、まず、これ

らにつきましては令和３年５月27日木曜日に小

学校６年生、中学校３年生を対象に実施した調

査の結果の分析となってございます。 

 １ページから３ページにかけて、令和３年度

全国学力・学習状況調査の１番、調査の概要、

めくっていただきまして、２番、調査結果の取

扱いについて、３番、分析の方法についてとい

うことで記載しております。 

 ４ページをご覧ください。 

 ４ページと５ページでは、小学校の学力調査

の結果概要について記載しております。 

 続きまして、６ページと７ページにつきまし

ては、中学校の学力調査の結果概要について記

載しております。 
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 小学校では、国語、算数ともに僅かながら全

国平均値を上回る結果となっております。中学

校では、国語、数学ともに全国平均値を下回っ

ております。 

 続きまして、８ページをご覧ください。 

 ８ページからは、質問紙調査の中から幾つか

の項目について結果を掲載しております。 

 上記の２つの質問からは、本市の児童生徒が

主体的に学習に取り組んだり、学習したことを

活用したりする点で全国平均値と比較して良好

な状況であることが分かりました。質問紙に対

しまして、本市の児童生徒の肯定的な回答の割

合が年々高くなっているというところの特徴を

捉えております。 

 ９ページにつきまして、新型コロナウイルス

感染症に関わる質問項目となっております。 

 今年度の質問紙調査では、新型コロナウイル

ス感染症対応に係る臨時休校期間中の勉強や生

活についての質問が取り扱われました。特に３

つ目の休校期間中規則正しい生活を送っていま

したかという質問では、全国平均値と比較して

中学校で当てはまらないと回答した生徒が多く、

課題が見られました。 

 続きまして、10ページをご覧ください。 

 こちらでは、質問紙調査と学力調査の平均点

をクロス集計いたしまして、その関連が認めら

れた項目を３つお示ししております。例えば毎

日同じぐらいの時刻に寝ていると回答している

子供ほど平均正答率が高く、全くしていないと

いう子供ほど平均正答率が思わしくなかったと

いうような一定質問紙調査と学力調査の相関が

あるのではないかと思われるような内容を拾い

出しております。 

 これらの結果については、市のホームページ

上で公開する予定にしておりまして、11ページ

の下段には、家庭に向けたメッセージも掲載し

ております。これらの公開に合わせて、各小中

学校でも学校ごとに全国学力調査の結果を踏ま

えた分析と今後の取組の方策をホームページに

掲載する予定でございます。 

 これらの結果分析を有効に活用いたしまして、

今後の学力向上につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまご説明いただきましたが、何かご意

見、ご質問等ございますでしょうか。 

 河合委員。 

教育委員（河合洋次） 

 平日のテレビゲームの時間なんですけれども、

これを見ていると中学生は４時間以上する子は

全国平均５割ぐらいいるみたいなんですけれど

も、私、テレビゲーム自体を否定するつもりは

ないんですけれども、さすがに平日４時間以上

というのは、依存症の懸念もありますし、勉強

時間も削られていると思いますので、最近のゲ

ームはネットを使って複数の友達と一緒に楽し

んで、コミュニケーションツールみたいにして

いる部分もあるので、熱中してやってしまうと

ころもあるのかもしれませんけれども、こうい

った生活習慣についての指導、もちろん家庭で

の指導が一番だと思いますけれども、学校のほ

うでもちゃんと指導していって気をつけていっ

ていただきたいんですけれども、今これを見て

思いました。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまのご意見でございますが、何か学校

での対応等についてお願いいたします。 

 担当、どうぞ。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 河合委員のご指摘どおり、確かにメディアを

使用する時間というのは懸念されることだとい

うふうに感じております。各学校の取組といた
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しましては、そういったメディアの使い方の情

報モラルの教育はもちろんですけれども、具体

な例で申し上げますと、例えば小学校の早い段

階からアウトメディアチャレンジというような

メディアを活用する時間を家庭で話し合うよう

な、そういった取組も行っているところもござ

います。 

 教育委員会といたしましては、そういった好

事例の取組を全校に紹介するなどして、普及し

てまいりたいというふうにも考えております。 

教育長（竹谷好弘） 

 はい、よろしいでしょうか。 

教育委員（山田順久） 

 今の件でいいますと、生徒たちがこのような

テレビゲームの時間の使い方とか、そういった

ことについて自分自身が気づくような、そうい

うふうな取組というのをいろいろやっていただ

いていると思うんですけれども、ぜひそういっ

た自分自身が気づくような取組というのをして

いただきたいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 それともう一点なんですけれども、学力のほ

うで見ますと、中学校が国語、数学ともほぼ全

国平均並みということなんですけれども、この

生徒たちの小学校６年の状況というのがもし分

かっておりましたら聞かせていただけたらと思

うんですけれども。 

教育長（竹谷好弘） 

 よろしいでしょうか。 

 担当。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 山田委員のご指摘にありましたこの子たちの

小学校６年生のときのということでご質問があ

りましたが、実際何ポイントということで具体

なところではこちらで今資料のほうを持ち合わ

せておりませんので、即答することはできませ

んが、傾向といたしまして全国平均並みであっ

たというふうに捉えております。 

教育長（竹谷好弘） 

 井上委員。 

教育委員（井上寿美） 

 今の山田委員の２つ目のご質問のところに関

わるんですが、例えば小学校のときは全国平均

並みかもしくは上回るような特徴があったかも

しれない。中学校になると下回るという、その

理由などはどのように今読み取っておられるの

かというのをお聞きできたらと思います。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 井上委員の今ご指摘にありました小学校のと

きのそのときの課題と言われるところで申し上

げますと、例えば授業改善に課題をつなげてい

くというのがひとつ学校の取組としてあるんで

すけれども、今回、中学校のほうの数学で伸び

悩んだ点の中の一つに、例えばというところで

７ページの中ほどにあります中央値を求める問

題というのがございます。こちら中央値という

のは、基本的には中央値とは何であるかという

ような質問がやり方が分かっていれば解ける問

題となっているんですね。つまり既習内容がな

かなか定着していないということが今回この学

力調査からも読み取れるんですが、やはり小学

校のときも同じように既習事項を活用するとい

うところで課題がありましたので、学校として

はできるだけ反復、繰り返して行う、また自分

の力で主体的に考えるような活動を授業の中で

取り入れるということで、改善の努力をしてい

るところではございます。ただなかなか数値と

してそこにぐっと伸びたというような改善傾向

というのは、今回残念ながら見られていないの

が実情です。 

教育委員（井上寿美） 

 ということは、小学校６年生までの既習事項
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は６年間だけど、中学校３年生になると、さら

にそれに３がプラスされるので非常に増えてい

るから、だから既習事項の定着の弱さが非常に

出やすくなっているというふうに今のご回答を

理解してよろしいでしょうか。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 ありがとうございます。そのとおりです。 

教育長（竹谷好弘） 

 はい、尾島理事。 

教育部理事（尾島肇） 

 先ほど山田委員から、この集団の小学校６年

生時の状況はというご質問にお答えいたします

が、国語では全国平均値を下回る、国語Ａ、国

語Ｂという当時の出題でありましたが、基本的

な習得状況を問うＡ、それから活用を問うＢと

もに国平均値を下回る結果でございました。算

数につきましては、基本的能力を問うＡ問題、

活用を問うＢ問題についても、国平均値を上回

っていたという状況でございます。 

 この集団、今年度と共通しているんですが、

無回答率が非常に少ない頑張る子供たちではあ

るんだけれども、当時そのような状況であった

というふうに、ということでございます。 

 以上です。 

教育長（竹谷好弘） 

 ほかに。 

 山田委員。 

教育委員（山田順久） 

 今、質問させてもらったのは、小学校６年の

ときの状況を中学校３年生の学生でどれぐらい

変化があるのかといいますと。私の経験からい

うとなかなか難しいです。小学校６年生で全国

学テをかなり上回っていた学年は、中学校へ上

がってもまあまあですという、そういう傾向が

今まではあったので、そのあたり小学校、中学

校連携しながらいかに子どもたちの力を発揮さ

せるかというところが大事かなということで、

今の無回答率にもあったように、中学校は中学

校、小学校は小学校でその間努力していただい

ていると思いますので、小中の連携というのを

大切にしていただいて取り組んでもらえたらな

というふうに思っています。 

教育長（竹谷好弘） 

 では、私からちょっと、下回りましたという

話が続きましたので、この６ページ、中学校の

国語で、真ん中、上の青い囲みの中の文章の２

段目、２年前の平成31年度調査と比較して、全

国平均値との差が縮まるというふうな表現もご

ざいますので、この辺についての評価もちょっ

と述べていただけたらなというふうに思います。

これはやはり成果として一つ出ている傾向です

ので、この辺の取組の表れというふうなところ

だと思うんですけれども。 

 担当。 

学校教育グループ課長（酒谷由紀子） 

 31年度調査と比較して全国平均との差が縮ま

るということで、成果のほうを見られたという

ふうに表現しているんですけれども、やはり観

点の中にあります話すこと、聞くこと、書くこ

と、読むことの中でも、特に書くことにはもち

ろん課題はあるんですが、全て学校のほうで国

語に重点を置いたいわゆる校内研究であるとか、

研究授業ということがこの間活発に行われたこ

とからつながっているのかなというふうには感

じております。 

教育長（竹谷好弘） 

 いいことは継続を。 

 尾島理事。 

教育部理事（尾島肇） 

 ２年前の令和元年度、平成31年度調査では、

国語の正答率、これは公表されているものなの

で数値を申し上げますと、国平均値72.8ポイン
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トに対しまして、大阪狭山市においては69ポイ

ントということで、3.8ポイント、全国平均値

を下回っている状況でございましたが、今年度

につきましては、1.6ポイントの差があるとい

うことで、ここ数年、ここについては課題でご

ざいましたけれども、ポイントでいきますと随

分国平均値に近づいているとともに、府の平均

値を上回っているような状況でございます。２

年前の調査では、残念ながら府の平均値も下回

る状況でございました。 

 その効果については、先ほど課長からありま

したように、図書館を活用する加配教員、小学

校、中学校でも展開しまして、国語を中心とし

た校内研究の先進校を他の学校も見に行くとい

うような取組をしてきた成果が少しずつ出てき

ているのではないかと考えているところでござ

います。 

 以上です。 

教育長（竹谷好弘） 

 いい取組については、また継続をしていきた

いというふうに思います。 

 ほかに何かご意見、ご質問等ございませんで

しょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、報告第34号、令和３年度全国学

力・学習状況調査における結果と分析の概要に

ついては承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第35号、大阪狭

山市附属機関設置条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

歴史文化グループ課長（寺本芳之） 

 日程第２、報告第35号、大阪狭山市附属機関

設置条例の一部を改正する条例についてご説明

をさせていただきます。 

 この条例改正につきましては、市長部局と教

育委員会部局の両方がございます。12月定例議

会に一括して水資源部から上程となるため、こ

の定例会議では、教育委員会の附属機関の部分

のみをご説明させていただきたいと思います。 

 資料は３ページからでございます。 

 文化財保存活用地域計画の策定に関しては、

平成30年に文化財保護法が改正され、新たに文

化財の保存活用に関するアクションプランとし

て、文化庁から文化財保存活用地域計画の指針

が示されたことにより、取り組むものでござい

ます。 

 本市では、平成30年度に歴史文化基本構想を

作成いたしました。令和３年度は運用３年目に

あたり、構想の再確認、見直しの期間になりま

す。今回の文化財保存活用地域計画策定につい

ては、令和２年に策定された大阪府からの大阪

府文化財保存活用大綱の内容を盛り込み、歴史

文化基本構想策定の際に把握した文化財を基本

とした保存活用の検討を行います。 

 このたび教育委員会の附属機関である大阪狭

山市歴史文化基本構想策定委員会を廃止し、大

阪狭山市文化財保存活用地域計画策定協議会を

設置するため、大阪狭山市附属機関設置条例の

一部を改正するものでございます。 

 引き続き３ページから４、５にはないんです

けれども、４、６、７ページを続けてご覧くだ

さい。 

 第２条第１項第２号の表の「大阪狭山市歴史

文化基本構想策定委員会」の項を削除し、新た

に「大阪狭山市文化財保存活用地域計画策定協

議会」を追加します。 

 次に、附則におきまして、この条例は公布の

日から施行することとしています。 

 附則第２項におきまして、大阪狭山市文化財
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保存活用地域計画策定協議会の協議会委員の報

酬額を定めるため、報酬並びに費用弁償支給条

例の一部を改正するものでございます。 

 なお、協議会委員報酬につきましては、１人

7,000円と定めております。 

 12月定例議会で可決された後、その後、教育

委員会会議で大阪狭山市文化財保存活用地域計

画策定協議会設置規則を上程させていただきた

いと考えております。 

 非常に簡単な説明ではございましたが、ご報

告といたします。 

 以上、よろしくお願いします。 

教育長（竹谷好弘） 

 今の説明につきまして、何かご意見、ご質問

等ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第２、報告第35号、大阪狭山市附属機関

設置条例の一部を改正する条例については承認

されました。 

 続きまして、日程第３、報告第36号、令和３

年度（2021年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（教育委員会関係）についてを議題といたしま

す。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育総務グループ参事（荒川郁代） 

 それでは、日程第３、報告第36号、令和３年

度（2021年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（教育委員会関係）についてご説明いたします。 

 なお、報告が多岐にわたりますので、教育総

務グループで一括してご説明させていただきま

して、その後、ご質問等がございましたら、各

担当グループよりお答えさせていただきたいと

考えております。よろしくお願いいたします。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 債務負担行為補正でございます。 

 子育て支援・世代間交流センター施設受付業

務委託事業では、令和３年度末で契約満了とな

るため、新たな３年間の業務委託契約を引継ぎ

期間も踏まえ、令和３年度中に締結することか

ら、限度額を2,819万8,000円に設定するもので

ございます。 

 続きまして、11ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金

では、子ども・子育て支援に関わる地域型給付

費の増額に対し、子どものための教育・保育給

付費国庫負担金で587万円の増額でございます。 

 同じく国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫

補助金では、児童手当の制度改正に係るシステ

ム改修等に対し、子ども・子育て支援事業費補

助金で636万円の計上でございます。 

 府支出金、府負担金、民生費府負担金では、

子どものための教育・保育給付費府負担金では、

これも国庫支出金と同様に184万3,000円の増額

でございます。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 民生費、児童福祉費、児童福祉総務費、児童

福祉管理事業では、過年度に交付を受けた超過

交付返還金で216万7,000円の計上で、民間保育

園等対策事業でも同様に超過交付返還金で84万

5,000円の計上、子ども・子育て支援給付事業

では、地域型保育の利用者数の増加に伴いまし

て、地域型保育給付費で1,027万1,000円の増額、

子育てのための施設等利用給付事業では、過年

度に交付を受けた超過交付返還金でございまし

て、合わせて79万4,000円の計上でございます。 

 次に、児童措置費、児童手当支給事業では、

児童手当の制度改正に伴うシステム改修や改正
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内容の周知に関する経費といたしまして、消耗

品で２万5,000円、印刷製本費で５万円、通信

運搬費で25万7,000円、システム改修業務委託

料で602万8,000円、また、過年度に受けた子育

て世帯への臨時特別給付金事務費の国庫補助金

超過交付返還金で７万5,000円、同じく事業費

の国庫補助金超過交付返還金で４万円の計上、

児童扶養手当支給事業では、各種の超過交付返

還金で合わせて1,880万8,000円の計上でござい

ます。 

 次に、児童福祉施設費、こども園管理運営事

業では、子ども・子育て支援体制整備総合推進

事業費補助金超過交付返還金で10万3,000円の

計上でございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 教育費、小学校費、小学校管理費、小学校運

営事業では、東小学校、北小学校における普通

教室への改修に際して、光電話の移設に関する

経費といたしまして、電話料で16万9,000円、

充電保管庫等の教具・校用器具購入費では、

185万1,000円の計上でございます。 

 次に、施設管理事業では、コンピューター教

室から普通教室への改修経費といたしまして、

東小学校で500万3,000円、北小学校で629万

1,000円の計上でございます。 

 次に、コンピューター設置事業では、普通教

室への改修に際してのサーバーやネット回線等

の移設に関する経費といたしまして、教育用コ

ンピューター回線使用料で20万9,000円、情報

機器等設定業務委託料で350万3,000円、次年度

の児童数の増加に伴いまして、不足するタブレ

ットを購入するための備品購入費といたしまし

て、158万4,000円の計上でございます。 

 次に、中学校費、中学校管理費、コンピュー

ター設置事業では、小学校と同様にタブレット

端末の不足分について、情報機器購入費で70万

4,000円の計上でございます。 

 次に、幼稚園費、幼稚園振興費、子育てのた

めの施設等利用給付事業では、超過交付返還金

で合わせて189万6,000円の計上でございます。 

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 今の説明につきまして、何かご質問等ござい

ませんでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第36号、令和３年度（2021年

度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会

関係）については承認されました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会 委員 
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  教育委員会事務局職員 


